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介護保険法 

• 第一章 総則 
 (目的) 
 第一条 

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する
疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を
要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必
要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う
ため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民
の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 
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• 第四条  

  国民は、自ら要介護状態となることを予防す
るため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚
して常に健康の保持増進に努めるとともに、要
介護状態となった場合においても、進んでリハ
ビリテーションその他の適切な保健医療サービ
ス及び福祉サービスを利用することにより、そ
の有する能力の維持向上に努めるものとする。 

介護保険法 
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出典：厚生労働省HP 
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出典：厚生労働省HP 
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出典：厚生労働省HP 
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地域ケア 

推進会議 

地域課題の共有・検討等により、地
域づくり・資源開発や政策形成によ
る地域課題の解決につなげる会議 

例：ごみ出し、入浴、徘徊 

地域ケア 

個別会議 

多職種が協働して個別事例の課題を
検討することにより、高齢者等の自
立（生活行為の課題解決等）を支援
する会議 

岸和田市では「地域ケア会議」 
包括が主に行ってきており、今までこちらが盛ん！ 

◇地域ケア会議とは（介護保険法第115条の48） 
 

岸和田市では「自立支援型地域ケア会議」 



出典：厚生労働省HP 
10 



出典：厚生労働省HP 
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出典：厚生労働省HP 
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ICFの各要素が、過去－現在－将来と連続する時間軸の中で、相

互に作用しながら、活動と参加の中にその人らしい生活行為を生
み出していく。 

・性別・人種・年齢・その他の健康状態 
・体力・ライフスタイル・習慣 
・生育歴・教育歴 
・性格・個人の心理的資質・その他の特
質 
・職業・個人的原因帰属・価値・興味 
・役割・困難への対処方法・社会的背景 
・過去および現在の経験 
（過去や現在の人生の出来事） 
・全体的な行動様式・主観的構成要素な
ど 

特に、主要な生活行為
は個人因子と深く結び
ついていて、個人因子
の情報の中から読みと
ることもできる。 

生活行為と個人因子 

13 



合意形成は他者との協業から生まれる 

MTDLP:生活行為向上マネジメント 手引き ｐ９ 32 14 



介護予防活動普及展開事業 

岸和田市からの報告です。 
バトンタッチ！ 
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市資料「自立支援型地域ケア会議について」 
スライド１～６を参照ください。 



16 



17 



18 



・している項目には「○」 ・していないが、してみたい項目には「○」 

・してみたい程ではないが、興味がある場合
には「○」 

・どれにも該当しない場合は「×」 

興味・関心チェックシート 
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出典：「生活行為評価票」による現状評価と予後予測の整理票 
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アセスメントシート 

・特記・課題等は該当する項目のみ記載。 

・対象者の現状を、各項目で該当する内容を選択。 
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・アセスメントから、ご
本人が困っていること、
やりたいこと、やらな
いといけないこと等を
阻害している要因を、
生活歴をもとに記載
します。 

・上記をもとに、専門
職に聞いてみたいこ
とを記載します。 

・このシートをもとに、地域ケア会議で専門職への質問をすすめていきます。 23 
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地域ケア会議の実際 
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地域ケア会議の工夫点 

顔が見える座席配置 
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地域ケア会議の工夫点 
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地域ケア会議の工夫点 

助言者も具体的に 
アドバイスできるよう活用中 
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名言誕生！！ 
「ご利用者へお土産を持ち帰ろう！」 

会議進行の工夫 
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最後は、事例提供して
くださったケアマネさん
に感謝の拍手！！ 
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岸和田市における 
自立支援型地域ケア会議 

実施状況 

岸和田市からの報告です。 
バトンタッチ！ 
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市資料「自立支援型地域ケア会議について」 
スライド７～12を参照ください。 



自立支援型地域ケア会議 感想 

• ご利用者も専門職の意見を聞きたいと希望 
された。 

• 会議終了後に伝達すると取り入れたいと前向
きな発言があった。 

• じっくりと話を聞く機会になって、よりご利用者
（本人像・生活）を知ることができた。 

• 専門職からの助言を頂けて視点が広がった。 

• 課題や支援の根拠をより明確にすることが 
できた。 
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自立支援型地域ケア会議 感想 
• 具体的な助言でご利用者へ説明しやすかった。 

• ポイントを明確にし、簡潔な発言を行えるような進行を
お願いしたい。 

• 興味関心チェックリストでは、普段聞くことのない項目が
多く、今後のアセスメントに活かせると感じた。ご利用者
の気持ちを理解することや、目標を決めるのが難しい
方には必要と思いました。 

• 硬すぎない雰囲気でよかったです。 

• より実践的な支援につなげるために、サービス提供事
業者も参加してほしい。福祉用具事業所も参加してほ
しい（環境調整も重要なため）。 

• 資料あつめに時間がかかるので、資料の簡素化をお願
いしたい。 
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まとめ 

• 地域ケア会議は、市民の皆さまが活き活きと 
住み慣れた地で暮らし続けるためのものです。 

• 事業所、地域包括支援センター、助言者、   
岸和田市介護保険課、アドバイザーなど、  
皆さんで作り上げる地域ケア会議です。 

• 個別ケースにおける課題だけでなく、それぞれ
の地域での課題や、岸和田市全体の地域課題
を抽出できるよう進めていきたい。 
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